
 

日常生活用具（移動用リフト）の取扱いについて 

令和７年９月から、移動用リフトの支給要件を下記のとおり拡大いたしますの

でお知らせします。  

 

詳細については、お住まいの区の高齢障害支援課若しくは下記の問い合わせ先

までお問合せくださいますようお願いいたします。  

 

○移動用リフト 

 

 性能 基準額 耐用年数 

旧 

介護者が障害者（児）を移動させるにあたっ

て、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行

型その他住宅改修を伴うものを除く。 

159,000円 4年 

新 

ア 介護者が障害者（児）を移動させるにあた

って、容易に使用し得るもの。ただし、住宅

改修を伴うものを除く。 

イ 天井走行型で、介護者が障害者（児）を移

動させるにあたって、容易に使用し得るも

の。ただし、同型を耐用年数を超えて使用し

ている場合に限るものとし、住宅改修を行

い、天井等に固定する設備を除く。 

ア 159,000円 

 

 

イ 200,000円 

ア 4年 

 

 

イ 10年 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

千葉市障害者自立支援課 給付班  

電話 043-245-5173 


